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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年２月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１２月２１日 ０９時０５分ごろ 

発生場所 山口県防府
ほ う ふ

市中浦
なかのうら

漁港南方沖 

 中関
なかのせき

灯台から真方位２５５°２,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５９.７′ 東経１３１°３１.３′） 

事故の概要  プレジャーボートレッドサンは、南南東進中、また、プレジャーボ

ート T
ティー

&
アンド

T
ティー

は、錨泊中、両船が衝突した。 

レッドサンは、船体に擦過傷を生じ、また、T&T は、船体に亀裂等

を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート レッドサン、５トン未満 

   ２７１－３２０１７山口、個人所有 

   ８.３０ｍ（Lr）×２.４２ｍ×０.６９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１３２.３９kＷ、平成１０年５月 

Ｂ プレジャーボート T&T、０.９トン 

   ２９１－４１９４３山口、個人所有 

   ６.３０ｍ（Lr）×１.９７ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、４４.１０kＷ、平成１８年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ 男性 ６８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成６年６月６日 

    平成２６年６月５日をもって失効していた。 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６８歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５８年４月２０日 

免許証交付日 平成２３年４月２８日 

           （平成２９年４月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船底外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首外板に亀裂、右舷外板に亀裂及び擦過傷、船外機及びＧ 
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ＰＳプロッターに破損、航海灯用マストの倒壊 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期（徳山下松港） 

 事故の経過 Ａ船は、操縦者Ａが１人で乗り組み、山口県防府市野島に向け、操

舵室右舷側の操縦席に腰を掛け、中浦漁港南方沖を約６ノットの対地

速力で手動操舵により南進した。 

操縦者Ａは、防府市佐波
さ ば

島方向に他船を見掛けなかったので、船首

目標とした同島に注意を向けて航行中、平成２６年１２月２１日０９

時０５分ごろ振動を感じたので、船尾方を見たところ、Ｂ船を視認し

たので、Ｂ船と接触したことを知った。 

Ａ船は、引き返し、Ｂ船の損傷状況を確認した後、自力で航行して

中浦漁港へ入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、中浦漁港南方沖において、機関

を停止し、船首を北方に向けて錨泊中、船長Ｂが、左舷中央で後方を

向いてさぶた
．．．

に腰を掛け、かわはぎ一本釣りを行い、釣り糸を垂らし

ながら周囲の見張りを行っていたところ、北方の中浦漁港から出航す

るＡ船を確認した。 

船長Ｂは、Ａ船の船首が佐波島の方に向き、Ａ船の左舷側が見える

状況だったので、Ｂ船に接近することはないと思い、顔を下に向けて

かわはぎを釣り上げたところ、Ａ船がＢ船の右舷船首方から右舷船尾

方へ乗り越えた衝撃で船首方向に仰向けに転倒した。 

Ｂ船は、本事故発生場所付近で釣り中であった知人のプレジャーボ

ートにえい
．．

航されて中浦漁港へ入港し、船長Ｂが海上保安庁に本事故

の発生を通報した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 事故発生経過概略図（中浦

漁港沖）、写真１ Ａ船の全景、写真２ Ｂ船の損傷状況（船首）、

写真３ Ｂ船の損傷状況（船尾） 参照） 

 その他の事項  操縦者Ａは、中浦漁港を出港して南進する際、東方の陸岸寄りに他

の小型船を視認したが、佐波島方向には航行の支障となる他船はいな

いと思った。 

 船長Ｂは、周囲の見張りを目視で行っていたが、本事故発生時は左

舷側でかわはぎを釣り上げ中で、Ａ船の接近に気付かなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、中浦漁港南方沖を南南東進中、操縦者Ａが、佐波島方向に

他船を見掛けなかったので、他船がいないものと思い、前路の見張り

を適切に行っていなかったことから、左舷船首方で錨泊中のＢ船に気

付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 
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 Ａ船は、風力３の西北西風を受けていたことから、船首を佐波島に

向けながら左舷方に圧流され南南東進した可能性があると考えられ

る。 

 操縦者Ａは、船首目標とした佐波島に注意を向けていたことから、

左舷船首方で錨泊しているＢ船に気付かなかった可能性があると考え

られる。 

 Ｂ船は、中浦漁港南方沖において錨泊中、船長Ｂが、同漁港から出

航するＡ船を視認した際、Ａ船がＢ船に向けて接近することはないも

のと思い、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったことから、

Ａ船の接近に気付かずに錨泊を続け、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

 船長Ｂは、Ａ船の船首が佐波島の方に向き、その左舷側が見える状

況だったことから、Ａ船がＢ船に接近することはないと思ったものと

考えられる。 

原因 本事故は、中浦漁港南方沖において、Ａ船が南南東進中、Ｂ船が錨

泊中、操縦者Ａが、前路の見張りを適切に行わず、また、船長Ｂが、

Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったため、共にＡ船がＢ船

に向けて接近していることに気付かず、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時、見張りを適切に行うこと。 

・全長７ｍ未満の船舶であっても、他の船舶が通常航行する水域で 

 錨泊する場合は、黒色の球形の形象物を掲げること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２６年１２月２１日 ０９時０５分ごろ発生） 

中浦漁港 
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付図２ 事故発生経過概略図（中浦漁港沖） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２６年１２月２１日 ０９時０５分ごろ発生） 

Ｂ船は錨泊中 

Ａ船の航跡 

他の小型船 
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写真１ Ａ船の全景 

 
 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況（船首） 
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写真３ Ｂ船の損傷状況（船尾） 

 

 

 

 

 

 

 


